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■ 後期基本計画

第２章　いのちが輝く元気な地域社会を創る

２ーＦ　健全な社会保障制度を充実する
重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目
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重 点 事 業

［主な施策］ ［主な事業］

■ 介護予防の効果の推計

介護予防運動ボランティア
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３－Ｅ　良好な水環境を向上する

３第 調和のとれた元気なまちを創造する章３
76
78
80
84
86



□ 壬生まちづくりカルタ入選作品

壬生東小学校２年　渡邊 桃果さん壬生小学校３年　太田 幸希さん

壬生東小学校５年　粂川 侑輝さん

安塚小学校２年　遠藤 哲太さん睦小学校２年　岩切 憂さん

む

も

め

ま み
ま
ち
ど
お
し
い

　
ふ
ゆ
の
名
ぶ
つ

お
も
ち
ゃ
バ
ザ
ー

壬
雷
ち
ゃ
ん

　
壬
生
の
ど
こ
か
で

　
か
く
れ
ん
ぼ

む
か
し
か
ら

　
さ
か
え
た
土
地
だ

こ
ふ
ん
が
い
っ
ぱ
い

も
の
す
ご
く

　
あ
ま
く
て
お
い
し
い

　
と
ち
お
と
め

メ
ロ
ン
じ
ゃ
な
い
よ
？

　
ゆ
う
が
お
だ
よ

３－Ａ　調和のとれた機能的な土地利用を推進する
３－Ｂ　魅力的な市街地を整備・促進する
３－Ｃ　総合的な交通体系を確立する
３－Ｄ　個性を生かした地域景観を創造する
３－Ｅ　良好な水環境を向上する

３第 調和のとれた元気なまちを創造する章３
76
78
80
84
86



□ 壬生まちづくりカルタ入選作品

壬生東小学校２年　渡邊 桃果さん壬生小学校３年　太田 幸希さん

壬生東小学校５年　粂川 侑輝さん

安塚小学校２年　遠藤 哲太さん睦小学校２年　岩切 憂さん

む

も

め

ま み
ま
ち
ど
お
し
い

　
ふ
ゆ
の
名
ぶ
つ

お
も
ち
ゃ
バ
ザ
ー

壬
雷
ち
ゃ
ん

　
壬
生
の
ど
こ
か
で

　
か
く
れ
ん
ぼ

む
か
し
か
ら

　
さ
か
え
た
土
地
だ

こ
ふ
ん
が
い
っ
ぱ
い

も
の
す
ご
く

　
あ
ま
く
て
お
い
し
い

　
と
ち
お
と
め

メ
ロ
ン
じ
ゃ
な
い
よ
？

　
ゆ
う
が
お
だ
よ

３－Ａ　調和のとれた機能的な土地利用を推進する
３－Ｂ　魅力的な市街地を整備・促進する
３－Ｃ　総合的な交通体系を確立する
３－Ｄ　個性を生かした地域景観を創造する
３－Ｅ　良好な水環境を向上する

３第 調和のとれた元気なまちを創造する章３
76
78
80
84
86

7776

３
■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する

１　 計画的な土地利用の推進

111　土地利用調整基本計画の効果的な運用

２　 合理的な土地利用の促進

211　地籍調査事業の推進21 土 地 情 報 の 整 備 等

121　国土利用計画法制度の的確な運用12 土 地 取 引 の 適 正 化

122　地価公示・地価調査価格の公表

114　優良農地の維持・保全

113　区域区分・用途地域の適切な運用

112　都市計画マスタープランの適正な運用

1.90k㎡/50.00k㎡
（H22.3現在） 4.40k㎡/50.00k㎡目標値

(H27)現状値指　標

［主な施策］ ［主な事業］

　目標とする将来都市像の実現に向け、より具体的な取り組みを推進するため、必要に応じマス
タープランの改訂を行います。
　また、合理的な土地利用を図るため、正確な土地情報の把握を目的とする地籍調査事業を推進
します。併せて地図情報システムの導入など、その成果を十分に活用し、土地に関する情報基盤
の整備を推進します。

312　農用地の有効活用

３　 土地利用の形態の保全

311　保安林・地域森林計画民有林等の保全31 農地、森林及び自然地等の保全

利用権設定面積 218.9ｈａ
（H22.3現在） 270ha目標値

(H27)現状値指　標

　豊かな自然と調和した土地利用を確保するため、農用地や保安林・地域森林計画民有林など森
林の維持・保全とともに、農地や森林の持つ多面的・公益的機能が持続的に総合的にかつ高度に
発揮されるように努めます。

11 土 地 利 用 の 適 正 化

活力と魅力のある緑園都市づくり

□ 住民とめざすまちのすがた □
・土地利用の適正化と土地活用の円滑化で地域特性に調和した適正な土地利用が行わ
　れています。
・自然と調和した合理的な土地利用を進めることにより、快適で暮らしやすい生活空
　間が広められています。
・土地に関わる効率的な行政運営の向上を図るため、適正な土地に関する情報の共有
　データの構築に向けた取り組みが進められています。

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＡ　調和のとれた機能的な土地利用を推進する

事　業　名

重 点 事 業
事　業　概　要

都市計画マスタープランの適正な運用

地籍調査事業の推進
国土調査法に基づき、土地の所有者、所在、面積などの情報を整備
し、的確な土地施策や土地の有効活用を図ります。
・藤井地区等の調査《地籍調査事業》

地籍調査事業実施面積

重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

　本町が有する優れた緑園環境、歴史・文化などに彩られた地域特性の保全・活用を図ります。
　これらの地域特性に調和した快適な生活空間及び活発な地域の振興・経済活動が展開される都市空
間を創るため、土地利用に関する各種法令の適切かつ効果的な運用を図り、計画的な土地利用を推進
します。
　また、人や企業による地域力・住民力・経済力・創造力といった様々な力を発揮していく上で、基
盤となる土地の効率的な確保と効果的な調整・誘導を図りながら、地域活力の維持向上に必要な土地
利用を推進します。

　本町の総面積は61.08k㎡で、概ね平坦な地形を有しています。市街化区域は、主に県道宇都宮・栃
木線及び鉄道沿線など、町土の約11.1％にあたる6.81k㎡が指定され、市街化調整区域は54.27k㎡で、
町土の約88.9％を占め、主に平地林や農地など、緑豊かな環境が形成されています。
　しかし、人口減少などによる地域の活力低下が懸念されている中で、道の駅みぶのオープンにより
交流人口は増大し、ポテンシャルが高まりつつあります。そのため、主要道路沿道地域や既存の市街
化区域周辺地域など、地域振興や産業経済の発展のための新たな土地利用が引き続き求められていま
す。
　今後も、土地利用の適正化と各種土地利用関係法令の適切かつ効果的な運用を図り、本町が誇る豊
かな緑園環境などの地域特性に調和し、町のさらなる活力向上に効果的となる土地利用を推進してい
くことが必要です。

社会情勢の変化などに対応した計画の変更や具体化について、適時、
適切に計画の改訂を行います。
・《都市計画マスタープラン改訂版策定事業》

　土地利用に関する方針に基づき、都市計画マスタープランなどの各種計画を有効に活用し、計
画的な土地利用を推進するとともに、適時・適切なマスタープランの改訂を行い、具体的な都市
づくりに取り組みます。
　また、区域区分や用途地域について、地区の実情などを踏まえた対応や、見直しを検討します。
　さらに、土地取引の適正化を図るため、国土利用計画法の的確な運用を行います。
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・藤井地区等の調査《地籍調査事業》

地籍調査事業実施面積

重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

　本町が有する優れた緑園環境、歴史・文化などに彩られた地域特性の保全・活用を図ります。
　これらの地域特性に調和した快適な生活空間及び活発な地域の振興・経済活動が展開される都市空
間を創るため、土地利用に関する各種法令の適切かつ効果的な運用を図り、計画的な土地利用を推進
します。
　また、人や企業による地域力・住民力・経済力・創造力といった様々な力を発揮していく上で、基
盤となる土地の効率的な確保と効果的な調整・誘導を図りながら、地域活力の維持向上に必要な土地
利用を推進します。

　本町の総面積は61.08k㎡で、概ね平坦な地形を有しています。市街化区域は、主に県道宇都宮・栃
木線及び鉄道沿線など、町土の約11.1％にあたる6.81k㎡が指定され、市街化調整区域は54.27k㎡で、
町土の約88.9％を占め、主に平地林や農地など、緑豊かな環境が形成されています。
　しかし、人口減少などによる地域の活力低下が懸念されている中で、道の駅みぶのオープンにより
交流人口は増大し、ポテンシャルが高まりつつあります。そのため、主要道路沿道地域や既存の市街
化区域周辺地域など、地域振興や産業経済の発展のための新たな土地利用が引き続き求められていま
す。
　今後も、土地利用の適正化と各種土地利用関係法令の適切かつ効果的な運用を図り、本町が誇る豊
かな緑園環境などの地域特性に調和し、町のさらなる活力向上に効果的となる土地利用を推進してい
くことが必要です。

社会情勢の変化などに対応した計画の変更や具体化について、適時、
適切に計画の改訂を行います。
・《都市計画マスタープラン改訂版策定事業》

　土地利用に関する方針に基づき、都市計画マスタープランなどの各種計画を有効に活用し、計
画的な土地利用を推進するとともに、適時・適切なマスタープランの改訂を行い、具体的な都市
づくりに取り組みます。
　また、区域区分や用途地域について、地区の実情などを踏まえた対応や、見直しを検討します。
　さらに、土地取引の適正化を図るため、国土利用計画法の的確な運用を行います。

7978

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する ３
重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

１　 都市拠点の整備

111　駅前広場の計画的な整備

２　 既成市街地の充実

駅前広場の整備状況
整備済　３箇所
施工中　１箇所
（H22.8現在）

整備済 ４箇所
施工中 １箇所

目標値
(H27)現状値指　標

既成市街地の整備状況
　整備済　４地区　52.4ha
　施工中　１箇所　7.9ha
（H22.8現在）

整備済 ５地区 60.3ha
施工中 １箇所

目標値
(H27)現状値指　標

211　土地区画整理事業の推進21 市街地形成の良好な環境づくり

［主な施策］ ［主な事業］

　秩序ある良好な市街地が形成されるよう、土地区画整理事業を導入し、快適な住環境の向上に
努めます。

331　開発・区画変更による住居表示の整備

３　 新市街地の形成

311　地区計画の効果的な導入

321　土地利用計画及び開発許可制度等に伴う

212　地区計画の導入

213　地域の特性を活かした開発の促進

31 新 市 街 地 の 整 備

32 民 間 開 発 の 調 整 ・ 誘 導

33 住 居 表 示 の 整 備

　都市の秩序ある発展のために、住民意向や都市の整備状況を踏まえながら、開発許可制度の効
果的な運用により民間活力を適正に誘導し、魅力的な市街地の整備を図ります。

　都市機能の充実を図る上で重要な位置を占める駅の周辺について、広域交流や交通結節点とし
ての機能の充実を図るため、駅前通りや地区のシンボルとなる駅前広場などの整備を推進し都市
機能の向上と良好な地域環境の整備を図ります。

11 駅 周 辺 の 整 備

安全で快適な市街地形成をめざして

□ 住民とめざすまちのすがた □
・駅周辺の道路や広場が整備され、駅の利用が便利になっています。
・既成市街地では区画整理事業などが進み、良好な住宅地が形成されます。

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＢ　魅力的な市街地を整備・促進する

市街地形成の効果的な推進

事　業　名

重 点 事 業

事　業　概　要

土地区画整理事業の推進
土地区画整理事業を実施し、御里地区の住環境や防災性の向上を図
ります。
・《御里土地区画整理事業》

駅前広場の計画的な整備 安塚駅前広場を整備し、交通結接点機能の強化を図ります。
・《安塚駅西広場整備事業》

　本町の市街地は、県道宇都宮・栃木線や東武鉄道宇都宮線に沿って、壬生、国谷・おもちゃのまち
及び安塚の３地区に分かれ、それぞれが異なった都市形態になっています。
　これらの市街地では、それぞれの地域の個性、特性を生かした道路空間や駅前広場などの整備を進
めています。
　しかしながら、市街地の一部では、小規模な分譲地開発に伴うスプロール化の進行や都市基盤整備
の遅れなどにより、低下している都市の魅力や活力を向上する効果的な取り組みが求められています。
　このため、各市街地の中心地を形成している駅前通りや駅前広場を計画的に整備推進し、秩序ある
新たな新市街地の形成を図りながら、活力あるまちづくりを推進することが必要です。

　快適な都市環境の創造や活力ある市街地の形成を目指し、市街地整備を計画的に推進するとともに、
民間による適切な開発を誘導します。



7978

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する ３
重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

１　 都市拠点の整備

111　駅前広場の計画的な整備

２　 既成市街地の充実

駅前広場の整備状況
整備済　３箇所
施工中　１箇所
（H22.8現在）

整備済 ４箇所
施工中 １箇所

目標値
(H27)現状値指　標

既成市街地の整備状況
　整備済　４地区　52.4ha
　施工中　１箇所　7.9ha
（H22.8現在）

整備済 ５地区 60.3ha
施工中 １箇所

目標値
(H27)現状値指　標

211　土地区画整理事業の推進21 市街地形成の良好な環境づくり

［主な施策］ ［主な事業］

　秩序ある良好な市街地が形成されるよう、土地区画整理事業を導入し、快適な住環境の向上に
努めます。

331　開発・区画変更による住居表示の整備

３　 新市街地の形成

311　地区計画の効果的な導入

321　土地利用計画及び開発許可制度等に伴う

212　地区計画の導入

213　地域の特性を活かした開発の促進

31 新 市 街 地 の 整 備

32 民 間 開 発 の 調 整 ・ 誘 導

33 住 居 表 示 の 整 備

　都市の秩序ある発展のために、住民意向や都市の整備状況を踏まえながら、開発許可制度の効
果的な運用により民間活力を適正に誘導し、魅力的な市街地の整備を図ります。

　都市機能の充実を図る上で重要な位置を占める駅の周辺について、広域交流や交通結節点とし
ての機能の充実を図るため、駅前通りや地区のシンボルとなる駅前広場などの整備を推進し都市
機能の向上と良好な地域環境の整備を図ります。

11 駅 周 辺 の 整 備

安全で快適な市街地形成をめざして

□ 住民とめざすまちのすがた □
・駅周辺の道路や広場が整備され、駅の利用が便利になっています。
・既成市街地では区画整理事業などが進み、良好な住宅地が形成されます。

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＢ　魅力的な市街地を整備・促進する

市街地形成の効果的な推進

事　業　名

重 点 事 業

事　業　概　要

土地区画整理事業の推進
土地区画整理事業を実施し、御里地区の住環境や防災性の向上を図
ります。
・《御里土地区画整理事業》

駅前広場の計画的な整備 安塚駅前広場を整備し、交通結接点機能の強化を図ります。
・《安塚駅西広場整備事業》

　本町の市街地は、県道宇都宮・栃木線や東武鉄道宇都宮線に沿って、壬生、国谷・おもちゃのまち
及び安塚の３地区に分かれ、それぞれが異なった都市形態になっています。
　これらの市街地では、それぞれの地域の個性、特性を生かした道路空間や駅前広場などの整備を進
めています。
　しかしながら、市街地の一部では、小規模な分譲地開発に伴うスプロール化の進行や都市基盤整備
の遅れなどにより、低下している都市の魅力や活力を向上する効果的な取り組みが求められています。
　このため、各市街地の中心地を形成している駅前通りや駅前広場を計画的に整備推進し、秩序ある
新たな新市街地の形成を図りながら、活力あるまちづくりを推進することが必要です。

　快適な都市環境の創造や活力ある市街地の形成を目指し、市街地整備を計画的に推進するとともに、
民間による適切な開発を誘導します。



7978

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する ３
重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

１　 都市拠点の整備

111　駅前広場の計画的な整備

２　 既成市街地の充実

駅前広場の整備状況
整備済　３箇所
施工中　１箇所
（H22.8現在）

整備済 ４箇所
施工中 １箇所

目標値
(H27)現状値指　標

既成市街地の整備状況
　整備済　４地区　52.4ha
　施工中　１箇所　7.9ha
（H22.8現在）

整備済 ５地区 60.3ha
施工中 １箇所

目標値
(H27)現状値指　標

211　土地区画整理事業の推進21 市街地形成の良好な環境づくり

［主な施策］ ［主な事業］

　秩序ある良好な市街地が形成されるよう、土地区画整理事業を導入し、快適な住環境の向上に
努めます。

331　開発・区画変更による住居表示の整備

３　 新市街地の形成

311　地区計画の効果的な導入

321　土地利用計画及び開発許可制度等に伴う

212　地区計画の導入

213　地域の特性を活かした開発の促進

31 新 市 街 地 の 整 備

32 民 間 開 発 の 調 整 ・ 誘 導

33 住 居 表 示 の 整 備

　都市の秩序ある発展のために、住民意向や都市の整備状況を踏まえながら、開発許可制度の効
果的な運用により民間活力を適正に誘導し、魅力的な市街地の整備を図ります。

　都市機能の充実を図る上で重要な位置を占める駅の周辺について、広域交流や交通結節点とし
ての機能の充実を図るため、駅前通りや地区のシンボルとなる駅前広場などの整備を推進し都市
機能の向上と良好な地域環境の整備を図ります。

11 駅 周 辺 の 整 備

安全で快適な市街地形成をめざして

□ 住民とめざすまちのすがた □
・駅周辺の道路や広場が整備され、駅の利用が便利になっています。
・既成市街地では区画整理事業などが進み、良好な住宅地が形成されます。

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＢ　魅力的な市街地を整備・促進する

市街地形成の効果的な推進

事　業　名

重 点 事 業

事　業　概　要

土地区画整理事業の推進
土地区画整理事業を実施し、御里地区の住環境や防災性の向上を図
ります。
・《御里土地区画整理事業》

駅前広場の計画的な整備 安塚駅前広場を整備し、交通結接点機能の強化を図ります。
・《安塚駅西広場整備事業》

　本町の市街地は、県道宇都宮・栃木線や東武鉄道宇都宮線に沿って、壬生、国谷・おもちゃのまち
及び安塚の３地区に分かれ、それぞれが異なった都市形態になっています。
　これらの市街地では、それぞれの地域の個性、特性を生かした道路空間や駅前広場などの整備を進
めています。
　しかしながら、市街地の一部では、小規模な分譲地開発に伴うスプロール化の進行や都市基盤整備
の遅れなどにより、低下している都市の魅力や活力を向上する効果的な取り組みが求められています。
　このため、各市街地の中心地を形成している駅前通りや駅前広場を計画的に整備推進し、秩序ある
新たな新市街地の形成を図りながら、活力あるまちづくりを推進することが必要です。

　快適な都市環境の創造や活力ある市街地の形成を目指し、市街地整備を計画的に推進するとともに、
民間による適切な開発を誘導します。

8180

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する ３
重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

１　 円滑な道路ネットワークの充実

２　 公共交通ネットワークの向上

111　都市計画道路の整備推進11 幹 線 道 路 の 整 備

［主な施策］ ［主な事業］

　鉄道事業者などとの協議により、既存鉄道の利用環境の向上や駅機能の強化を図ります。
　また、既存の公共交通機関の利用促進を図るとともに、町全域の地域公共交通ネットワークを
構築するため、高齢者などの交通弱者にも配慮した新たな地域公共交通の導入を進めます。

３　 人に優しい交通環境の整備

112　幹線町道の整備

　安全で利用しやすい道路交通環境の充実を目指し、歩行者などが快適に安心して通行できるよ
う歩道などの通学路を整備推進するとともに、段差の解消などのバリアフリー化を推進します。
　また、自然環境に配慮した交通環境づくりに努めます。

　円滑な道路ネットワークを構築するため、県道や町道の整備を推進するとともに、身近な生活
道路の改良、舗装、拡幅を推進します。
　また、都市計画道路の計画的な整備促進を図るとともに、地域の実情や社会環境の変化に合わ
せた見直しの検討を進めます。

　北関東自動車道や国県道など、広域幹線となる道路の整備が着実に進み、広域交通の利便性は向上
しています。一方、幹線町道や住民の身近にある生活道路では、居住環境の向上に対応した快適で安
全な道路の整備が広く求められています。
　また、町内には鉄道の４駅が配置されていますが、各駅を中心とした市街地から離れた地域では公
共交通手段は未整備となっています。
　そのため、地域住民の生活の利便性の向上や高齢化の進展に対応し、地域性や環境負荷に配慮した
地域公共交通の導入が求められています。

　住民の生活利便性の向上、地域の活性化、広域的な交流に向け、国県道や幹線町道の整備を推進す
るとともに、生活に密着した生活道路は必要性や緊急性などの優先度により計画的に整備を推進し、
道路環境の充実を図ります。
　住民の生活の足となる公共交通機関の利用環境を改善するよう事業者に働きかけるとともに、効果
的な公共交通のあり方、新たな公共交通の検討を進めます。

交通ネットワークで　まちに優しさ　人に幸せを

□ 住民とめざすまちのすがた □

121　地域に密着した道路の整備12 身 近 な 生 活 路 線 の 整 備

122　六美地区まちづくり事業（一期,二期）の推進

311　歩道・通学路等の整備31 交 通 バ リ ア フ リ ー の 推 進

312　施設のバリアフリー化

321　低公害車（公用車）の導入32 環 境 へ の 負 荷 の 低 減

322　アイドリングストップの普及啓発

211　鉄道・バス事業の維持拡充の推進21 公 共 交 通 路 線 の 整 備 拡 充

212　地域公共交通の導入

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＣ　総合的な交通体系を確立する

壬生町役場へのアクセスが向上 安塚駅へのアクセスが向上

都市計画道路の
整備延長

24.5㎞/47.0km
（H23.3現在） 29.3km／47.0㎞目標値

(H27)現状値指　標

町内４駅における
１日平均乗降客数

7,047人
（H20実績） 7,150人目標値

(H27)現状値指　標

歩道整備延長 73.4㎞
（H22.4現在） 78.0㎞目標値

(H27)現状値指　標

・幹線道路から生活関連道路に至るまで、計画的かつ段階的な整備が推進されていま
　す。
・既存の公共交通機関と新たな地域公共交通により、まち全体としての公共交通のネ
　ットワーク化が図られています。
・交通のバリアフリー化により、ひとにやさしい交通環境づくりが進められています。



8180

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する ３
重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

１　 円滑な道路ネットワークの充実

２　 公共交通ネットワークの向上

111　都市計画道路の整備推進11 幹 線 道 路 の 整 備

［主な施策］ ［主な事業］

　鉄道事業者などとの協議により、既存鉄道の利用環境の向上や駅機能の強化を図ります。
　また、既存の公共交通機関の利用促進を図るとともに、町全域の地域公共交通ネットワークを
構築するため、高齢者などの交通弱者にも配慮した新たな地域公共交通の導入を進めます。

３　 人に優しい交通環境の整備

112　幹線町道の整備

　安全で利用しやすい道路交通環境の充実を目指し、歩行者などが快適に安心して通行できるよ
う歩道などの通学路を整備推進するとともに、段差の解消などのバリアフリー化を推進します。
　また、自然環境に配慮した交通環境づくりに努めます。

　円滑な道路ネットワークを構築するため、県道や町道の整備を推進するとともに、身近な生活
道路の改良、舗装、拡幅を推進します。
　また、都市計画道路の計画的な整備促進を図るとともに、地域の実情や社会環境の変化に合わ
せた見直しの検討を進めます。

　北関東自動車道や国県道など、広域幹線となる道路の整備が着実に進み、広域交通の利便性は向上
しています。一方、幹線町道や住民の身近にある生活道路では、居住環境の向上に対応した快適で安
全な道路の整備が広く求められています。
　また、町内には鉄道の４駅が配置されていますが、各駅を中心とした市街地から離れた地域では公
共交通手段は未整備となっています。
　そのため、地域住民の生活の利便性の向上や高齢化の進展に対応し、地域性や環境負荷に配慮した
地域公共交通の導入が求められています。

　住民の生活利便性の向上、地域の活性化、広域的な交流に向け、国県道や幹線町道の整備を推進す
るとともに、生活に密着した生活道路は必要性や緊急性などの優先度により計画的に整備を推進し、
道路環境の充実を図ります。
　住民の生活の足となる公共交通機関の利用環境を改善するよう事業者に働きかけるとともに、効果
的な公共交通のあり方、新たな公共交通の検討を進めます。

交通ネットワークで　まちに優しさ　人に幸せを

□ 住民とめざすまちのすがた □

121　地域に密着した道路の整備12 身 近 な 生 活 路 線 の 整 備

122　六美地区まちづくり事業（一期,二期）の推進

311　歩道・通学路等の整備31 交 通 バ リ ア フ リ ー の 推 進

312　施設のバリアフリー化

321　低公害車（公用車）の導入32 環 境 へ の 負 荷 の 低 減

322　アイドリングストップの普及啓発

211　鉄道・バス事業の維持拡充の推進21 公 共 交 通 路 線 の 整 備 拡 充

212　地域公共交通の導入

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＣ　総合的な交通体系を確立する

壬生町役場へのアクセスが向上 安塚駅へのアクセスが向上

都市計画道路の
整備延長

24.5㎞/47.0km
（H23.3現在） 29.3km／47.0㎞目標値

(H27)現状値指　標

町内４駅における
１日平均乗降客数

7,047人
（H20実績） 7,150人目標値

(H27)現状値指　標

歩道整備延長 73.4㎞
（H22.4現在） 78.0㎞目標値

(H27)現状値指　標

・幹線道路から生活関連道路に至るまで、計画的かつ段階的な整備が推進されていま
　す。
・既存の公共交通機関と新たな地域公共交通により、まち全体としての公共交通のネ
　ットワーク化が図られています。
・交通のバリアフリー化により、ひとにやさしい交通環境づくりが進められています。



8180

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する ３
重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

１　 円滑な道路ネットワークの充実

２　 公共交通ネットワークの向上

111　都市計画道路の整備推進11 幹 線 道 路 の 整 備

［主な施策］ ［主な事業］

　鉄道事業者などとの協議により、既存鉄道の利用環境の向上や駅機能の強化を図ります。
　また、既存の公共交通機関の利用促進を図るとともに、町全域の地域公共交通ネットワークを
構築するため、高齢者などの交通弱者にも配慮した新たな地域公共交通の導入を進めます。

３　 人に優しい交通環境の整備

112　幹線町道の整備

　安全で利用しやすい道路交通環境の充実を目指し、歩行者などが快適に安心して通行できるよ
う歩道などの通学路を整備推進するとともに、段差の解消などのバリアフリー化を推進します。
　また、自然環境に配慮した交通環境づくりに努めます。

　円滑な道路ネットワークを構築するため、県道や町道の整備を推進するとともに、身近な生活
道路の改良、舗装、拡幅を推進します。
　また、都市計画道路の計画的な整備促進を図るとともに、地域の実情や社会環境の変化に合わ
せた見直しの検討を進めます。

　北関東自動車道や国県道など、広域幹線となる道路の整備が着実に進み、広域交通の利便性は向上
しています。一方、幹線町道や住民の身近にある生活道路では、居住環境の向上に対応した快適で安
全な道路の整備が広く求められています。
　また、町内には鉄道の４駅が配置されていますが、各駅を中心とした市街地から離れた地域では公
共交通手段は未整備となっています。
　そのため、地域住民の生活の利便性の向上や高齢化の進展に対応し、地域性や環境負荷に配慮した
地域公共交通の導入が求められています。

　住民の生活利便性の向上、地域の活性化、広域的な交流に向け、国県道や幹線町道の整備を推進す
るとともに、生活に密着した生活道路は必要性や緊急性などの優先度により計画的に整備を推進し、
道路環境の充実を図ります。
　住民の生活の足となる公共交通機関の利用環境を改善するよう事業者に働きかけるとともに、効果
的な公共交通のあり方、新たな公共交通の検討を進めます。

交通ネットワークで　まちに優しさ　人に幸せを

□ 住民とめざすまちのすがた □

121　地域に密着した道路の整備12 身 近 な 生 活 路 線 の 整 備

122　六美地区まちづくり事業（一期,二期）の推進

311　歩道・通学路等の整備31 交 通 バ リ ア フ リ ー の 推 進

312　施設のバリアフリー化

321　低公害車（公用車）の導入32 環 境 へ の 負 荷 の 低 減

322　アイドリングストップの普及啓発

211　鉄道・バス事業の維持拡充の推進21 公 共 交 通 路 線 の 整 備 拡 充

212　地域公共交通の導入

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＣ　総合的な交通体系を確立する

壬生町役場へのアクセスが向上 安塚駅へのアクセスが向上

都市計画道路の
整備延長

24.5㎞/47.0km
（H23.3現在） 29.3km／47.0㎞目標値

(H27)現状値指　標

町内４駅における
１日平均乗降客数

7,047人
（H20実績） 7,150人目標値

(H27)現状値指　標

歩道整備延長 73.4㎞
（H22.4現在） 78.0㎞目標値

(H27)現状値指　標

・幹線道路から生活関連道路に至るまで、計画的かつ段階的な整備が推進されていま
　す。
・既存の公共交通機関と新たな地域公共交通により、まち全体としての公共交通のネ
　ットワーク化が図られています。
・交通のバリアフリー化により、ひとにやさしい交通環境づくりが進められています。

8382

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する ３３ーＣ　総合的な交通体系を確立する

事　業　名 事　業　概　要

重 点 事 業

地域に密着した道路の整備

幹線町道の整備
地域間の連絡、交流を支える効果的な広域的道路の整備を推進しま
す。
・一級町道5号線、一級町道12号線等

六美地区まちづくり事業
（一期,二期）の推進

六美地区における道路整備、雨水排水対策などの基盤整備を推進し
ます。
・二級町道59号線、2-327号線

地域公共交通の導入 新たな地域公共交通を整備し、交通弱者対策を推進します。
・《地域公共交通対策事業》

歩道・通学路等の整備 歩道整備を推進し、歩行者などの移動の安全性向上を図ります。
・二級町道53号線等

今日だけ特別。道路で“ピース　”

皆様のご協力で道路が完成

安全・安心な道路は、地域の宝！

日常生活に密接する生活道路の、安全性、利便性の向上を図ります。
・生活道路の舗装、拡幅、雨水排水対策改良、維持補修《町単独道
　路整備事業》



8382

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する ３３ーＣ　総合的な交通体系を確立する

事　業　名 事　業　概　要

重 点 事 業

地域に密着した道路の整備

幹線町道の整備
地域間の連絡、交流を支える効果的な広域的道路の整備を推進しま
す。
・一級町道5号線、一級町道12号線等

六美地区まちづくり事業
（一期,二期）の推進

六美地区における道路整備、雨水排水対策などの基盤整備を推進し
ます。
・二級町道59号線、2-327号線

地域公共交通の導入 新たな地域公共交通を整備し、交通弱者対策を推進します。
・《地域公共交通対策事業》

歩道・通学路等の整備 歩道整備を推進し、歩行者などの移動の安全性向上を図ります。
・二級町道53号線等

今日だけ特別。道路で“ピース　”

皆様のご協力で道路が完成

安全・安心な道路は、地域の宝！

日常生活に密接する生活道路の、安全性、利便性の向上を図ります。
・生活道路の舗装、拡幅、雨水排水対策改良、維持補修《町単独道
　路整備事業》



8382

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する ３３ーＣ　総合的な交通体系を確立する

事　業　名 事　業　概　要

重 点 事 業

地域に密着した道路の整備

幹線町道の整備
地域間の連絡、交流を支える効果的な広域的道路の整備を推進しま
す。
・一級町道5号線、一級町道12号線等

六美地区まちづくり事業
（一期,二期）の推進

六美地区における道路整備、雨水排水対策などの基盤整備を推進し
ます。
・二級町道59号線、2-327号線

地域公共交通の導入 新たな地域公共交通を整備し、交通弱者対策を推進します。
・《地域公共交通対策事業》

歩道・通学路等の整備 歩道整備を推進し、歩行者などの移動の安全性向上を図ります。
・二級町道53号線等

今日だけ特別。道路で“ピース　”

皆様のご協力で道路が完成

安全・安心な道路は、地域の宝！

日常生活に密接する生活道路の、安全性、利便性の向上を図ります。
・生活道路の舗装、拡幅、雨水排水対策改良、維持補修《町単独道
　路整備事業》

8584

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する

重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

３

１　 美しい景観づくり

111　本丸地区（城下町）景観の保全

２　 個性の輝く地域づくり

211　大規模開発等における良好な景観形成の促進

221　住民への啓発活動の実施

21 個性・特性を生かした景観形成の促進

113　屋外広告物の適正な設置よる良好な景観形成

112　民間開発等を含めた景観形成

［主な施策］ ［主な事業］

　新たに開発する地域は、地区計画の活用により、地域の生活環境や自然環境に配慮した景観形
成がなされるよう努めます。
　また、すでに整備された区域も、必要に応じて、環境などの維持・保全や地区の活性化のため
に地区計画の変更に努めます。

　本町を代表する歴史景観を保全していくため、古い街並みや神社仏閣、歴史的建造物を活かし
た道づくり・空間づくりとともに適切な維持管理に努めます。
　また、町内の良好な景観の形成・風致の維持のため、屋外広告物などの適正な配置などの指導
・誘導に努めるとともに、景観活動を行う町民の主体的な活動を支援します。

　本町には、豊かな自然や美しい河川、田園、歴史のある建造物など、個性豊かな景観資源が多数あ
ります。これらの景観を将来にわたって、残していくための取り組みが必要となっています。
　これまでに、本町では、「人々の生活と歴史・文化がとけあうまちづくり」として、本丸地区の景
観に配慮した公共施設の整備を行ってきました。
　今後はさらに、地域が一体となって、貴重な景観はもとより、身近な景観にも配慮しながら、本町
の自然や伝統などの地域資源を活かし、「誰もが住みたい、住み続けたい」と思える魅力のあるまち
づくりを進めることが必要です。

　田園風景、平地林、河川などの潤いと安らぎのある風景は貴重な自然景観として計画的に保全・活
用を図り、歴史・文化などの地域資源を活かした美しく風格のあるまちづくりを進めます。
　屋外広告物の適正な設置により、良好な都市景観の形成を図ります。
　また、美しい景観は地域共通の大切な資産であり、住民、事業者、行政が一体となった景観づくり
を推進します。

11 良好な景観の保全・形成の推進

潤いと　魅力あふれる　壬生の景観づくり

□ 住民とめざすまちのすがた □
・城下町の歴史的な景観が保全され、風格のある景観が形成されています。
・田園・河川・市街地など、地域の特色ある景観が形成され、地域の個性が生まれて
　います。

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＤ　個性を生かした地域景観を創造する

事　業　名 事　業　概　要

22 景 観 意 識 の 高 揚

重 点 事 業

大規模開発等における良好な
景観形成の促進

景観に配慮した開発を誘導、促進し地域と調和する美しい景観を創
出します。
・地区計画の決定、変更
・地区計画の目的に沿った用途、建築物等の指導、誘導

次代の壬力！“羽生田産業団地” 風情漂う『城下町壬生』



8584

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する

重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

３

１　 美しい景観づくり

111　本丸地区（城下町）景観の保全

２　 個性の輝く地域づくり

211　大規模開発等における良好な景観形成の促進

221　住民への啓発活動の実施

21 個性・特性を生かした景観形成の促進

113　屋外広告物の適正な設置よる良好な景観形成

112　民間開発等を含めた景観形成

［主な施策］ ［主な事業］

　新たに開発する地域は、地区計画の活用により、地域の生活環境や自然環境に配慮した景観形
成がなされるよう努めます。
　また、すでに整備された区域も、必要に応じて、環境などの維持・保全や地区の活性化のため
に地区計画の変更に努めます。

　本町を代表する歴史景観を保全していくため、古い街並みや神社仏閣、歴史的建造物を活かし
た道づくり・空間づくりとともに適切な維持管理に努めます。
　また、町内の良好な景観の形成・風致の維持のため、屋外広告物などの適正な配置などの指導
・誘導に努めるとともに、景観活動を行う町民の主体的な活動を支援します。

　本町には、豊かな自然や美しい河川、田園、歴史のある建造物など、個性豊かな景観資源が多数あ
ります。これらの景観を将来にわたって、残していくための取り組みが必要となっています。
　これまでに、本町では、「人々の生活と歴史・文化がとけあうまちづくり」として、本丸地区の景
観に配慮した公共施設の整備を行ってきました。
　今後はさらに、地域が一体となって、貴重な景観はもとより、身近な景観にも配慮しながら、本町
の自然や伝統などの地域資源を活かし、「誰もが住みたい、住み続けたい」と思える魅力のあるまち
づくりを進めることが必要です。

　田園風景、平地林、河川などの潤いと安らぎのある風景は貴重な自然景観として計画的に保全・活
用を図り、歴史・文化などの地域資源を活かした美しく風格のあるまちづくりを進めます。
　屋外広告物の適正な設置により、良好な都市景観の形成を図ります。
　また、美しい景観は地域共通の大切な資産であり、住民、事業者、行政が一体となった景観づくり
を推進します。

11 良好な景観の保全・形成の推進

潤いと　魅力あふれる　壬生の景観づくり

□ 住民とめざすまちのすがた □
・城下町の歴史的な景観が保全され、風格のある景観が形成されています。
・田園・河川・市街地など、地域の特色ある景観が形成され、地域の個性が生まれて
　います。

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＤ　個性を生かした地域景観を創造する

事　業　名 事　業　概　要

22 景 観 意 識 の 高 揚

重 点 事 業

大規模開発等における良好な
景観形成の促進

景観に配慮した開発を誘導、促進し地域と調和する美しい景観を創
出します。
・地区計画の決定、変更
・地区計画の目的に沿った用途、建築物等の指導、誘導

次代の壬力！“羽生田産業団地” 風情漂う『城下町壬生』
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■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する

重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

３

１　 美しい景観づくり

111　本丸地区（城下町）景観の保全

２　 個性の輝く地域づくり

211　大規模開発等における良好な景観形成の促進

221　住民への啓発活動の実施

21 個性・特性を生かした景観形成の促進

113　屋外広告物の適正な設置よる良好な景観形成

112　民間開発等を含めた景観形成

［主な施策］ ［主な事業］

　新たに開発する地域は、地区計画の活用により、地域の生活環境や自然環境に配慮した景観形
成がなされるよう努めます。
　また、すでに整備された区域も、必要に応じて、環境などの維持・保全や地区の活性化のため
に地区計画の変更に努めます。

　本町を代表する歴史景観を保全していくため、古い街並みや神社仏閣、歴史的建造物を活かし
た道づくり・空間づくりとともに適切な維持管理に努めます。
　また、町内の良好な景観の形成・風致の維持のため、屋外広告物などの適正な配置などの指導
・誘導に努めるとともに、景観活動を行う町民の主体的な活動を支援します。

　本町には、豊かな自然や美しい河川、田園、歴史のある建造物など、個性豊かな景観資源が多数あ
ります。これらの景観を将来にわたって、残していくための取り組みが必要となっています。
　これまでに、本町では、「人々の生活と歴史・文化がとけあうまちづくり」として、本丸地区の景
観に配慮した公共施設の整備を行ってきました。
　今後はさらに、地域が一体となって、貴重な景観はもとより、身近な景観にも配慮しながら、本町
の自然や伝統などの地域資源を活かし、「誰もが住みたい、住み続けたい」と思える魅力のあるまち
づくりを進めることが必要です。

　田園風景、平地林、河川などの潤いと安らぎのある風景は貴重な自然景観として計画的に保全・活
用を図り、歴史・文化などの地域資源を活かした美しく風格のあるまちづくりを進めます。
　屋外広告物の適正な設置により、良好な都市景観の形成を図ります。
　また、美しい景観は地域共通の大切な資産であり、住民、事業者、行政が一体となった景観づくり
を推進します。

11 良好な景観の保全・形成の推進

潤いと　魅力あふれる　壬生の景観づくり

□ 住民とめざすまちのすがた □
・城下町の歴史的な景観が保全され、風格のある景観が形成されています。
・田園・河川・市街地など、地域の特色ある景観が形成され、地域の個性が生まれて
　います。

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＤ　個性を生かした地域景観を創造する

事　業　名 事　業　概　要

22 景 観 意 識 の 高 揚

重 点 事 業

大規模開発等における良好な
景観形成の促進

景観に配慮した開発を誘導、促進し地域と調和する美しい景観を創
出します。
・地区計画の決定、変更
・地区計画の目的に沿った用途、建築物等の指導、誘導

次代の壬力！“羽生田産業団地” 風情漂う『城下町壬生』

8786

■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する

重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

３

１　水環境の保全・整備

111　河川の整備と改修の促進

121　自然生態系に配慮した環境共生型整備の推進

11 河 川 水 路 の 保 全

［主な施策］ ［主な事業］

　河川の安全性を確保し、治水と利水の調和のとれた河川改修を促進します。
　また、自然生態系に配慮した、水と親しめる河川環境、水辺空間の整備を進め、水を大切にす
る住民意識の向上を図ります。

　安全で、親水性に配慮された水辺空間の形成を目指し、水の持つ「潤い、安らぎ」などの機能が生
かされた水環境の保全・整備・管理を推進します。
　常に生活の中にある水資源ですが、貴重で限りあるものと住民に理解され、浸透するよう意識の向
上を図ります。

きれいな水を大切に　調和のとれた水環境

□ 住民とめざすまちのすがた □
・河川の保全が確実になされ洪水の心配がなく、安心して水に親しめる環境となって
　います。
・水も限られた資源という意識が住民の間に広く浸透しています。

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＥ　良好な水環境を向上する

12 親 水 空 間 の 整 備

きれいな水で川遊び

定番の散歩コースで心に安らぎを！着実に進む黒川護岸整備

　本町には、思川・黒川・姿川と農業用基幹排水路の恵川には、洪水のない安全性の高い、環境に配
慮した河川としての機能が求められていますが、近年、河床への土砂の堆積が進み、その対応が求め
られています。
　住民の安全で安心な生活環境を確保するため、関係機関との協議を進めながら、河川の洪水防止や、
水環境に関する諸問題の解決に向けた取り組みが必要になっています。
　また、水は限られた資源であるところから、水を大切にする意識の向上を図ることも求められます。
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■ 後期基本計画

第３章　調和のとれた元気なまちを創造する

重点事業戦略プラン 町民意向等の反映項目

３

１　水環境の保全・整備

111　河川の整備と改修の促進

121　自然生態系に配慮した環境共生型整備の推進

11 河 川 水 路 の 保 全

［主な施策］ ［主な事業］

　河川の安全性を確保し、治水と利水の調和のとれた河川改修を促進します。
　また、自然生態系に配慮した、水と親しめる河川環境、水辺空間の整備を進め、水を大切にす
る住民意識の向上を図ります。

　安全で、親水性に配慮された水辺空間の形成を目指し、水の持つ「潤い、安らぎ」などの機能が生
かされた水環境の保全・整備・管理を推進します。
　常に生活の中にある水資源ですが、貴重で限りあるものと住民に理解され、浸透するよう意識の向
上を図ります。

きれいな水を大切に　調和のとれた水環境

□ 住民とめざすまちのすがた □
・河川の保全が確実になされ洪水の心配がなく、安心して水に親しめる環境となって
　います。
・水も限られた資源という意識が住民の間に広く浸透しています。

キャッチフレーズ

現 状 と 課 題

基 本 方 針

基 本 計 画

３ーＥ　良好な水環境を向上する

12 親 水 空 間 の 整 備

きれいな水で川遊び

定番の散歩コースで心に安らぎを！着実に進む黒川護岸整備

　本町には、思川・黒川・姿川と農業用基幹排水路の恵川には、洪水のない安全性の高い、環境に配
慮した河川としての機能が求められていますが、近年、河床への土砂の堆積が進み、その対応が求め
られています。
　住民の安全で安心な生活環境を確保するため、関係機関との協議を進めながら、河川の洪水防止や、
水環境に関する諸問題の解決に向けた取り組みが必要になっています。
　また、水は限られた資源であるところから、水を大切にする意識の向上を図ることも求められます。


